
アオーレの日曜日閉庁に
伴う認定申請について
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５月５日からアオーレ長岡は日曜日が閉庁
日曜日閉庁に伴い、アオーレ長岡での日曜日の申請受付ができ
なくなります。

５月５日以降アオーレ長岡閉庁日に申請したい場合は、下記の２
通りの方法となります。

〇ぴったりサービスによる認定申請（電子）

〇事後受付書による申請（仮）
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ぴったりサービスによる認定申請（電子）

・ケアマネジャーの方のマイナ
ンバーカードを使うことで認定
申請を行うことができます。
・PCやスマホから申請すること
ができます。
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申請方法①



事後受付書による申請（仮）
日曜日等に申請したいが閉庁していて申請書を提出できない場合、後日、申請書と事後受付書を
提出することで、閉庁日にさかのぼって申請書を受け付ける予定です。

日曜日だけでなく年末年始の閉庁日にも対応する予定です。

支所では事後受付は行いません。（アオーレ長岡のみ）

閉庁日以外での事後受付はできません。

事後受付できる申請区分は「新規」・「区分変更」申請のみとする予定です。（更新申請は対象外）

詳細については５月５日（日）までに改めてお知らせします。
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申請方法②



その他
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１．来年度の更新認定受付開始日のデータを添付

しました。

２．令和６年６月より、認定調査連絡票を更新します。


